
違反車両ゼロの道路に向けて！ 

令和 ３ 年 １１ 月 ２５ 日

報道解禁：１２月２日１５時３０分以降 

  資料提供先：浜田記者クラブ   

～【第８回】一般国道９号で特殊車両の指導取締を実施します～ 

○ 日    時： 令和３年１２月２日（木）１３：３０～１５：３０ 

   ※ 雨天等により取締を中止する場合があります。 

○ 場    所： 一般国道９号（下り）浜田市
は ま だ し

日脚
ひ な し

町
ちょう

地内（別紙－１参照） 

○ 協 力 機 関： 島根県警察 浜田警察署 

○ 指導取締内容： 通行許可書の有無、内容確認及び車両計測等を行い、違反があれば、 

警告等の指導を行います。（別紙－２参照） 

○ 留 意 事 項： 報道解禁は、指導取締終了時刻の１５時３０分とします。 

※ 当日取材は可能です。事前に下記問い合わせ先（取締担当）へ 

ご連絡をお願いします。 

※ 指導取締を行っている時のカメラ撮影は可能です。 

今年度第７回（１１月１９日）指導取締状況及び結果    

※特殊車両通行許可制度については別紙－３をご参照ください。 

問い合わせ先: 国土交通省 中国地方整備局 浜田河川国道事務所 

                      副 所 長            平
ひ ら

西
に し

 邦
く に

裕
ひ ろ

       （取締担当） 道路管理課建設専門官   原
は ら

 幸
こ う

一郎
い ち ろ う

                    TEL 0855-22-2480(代表) 

URL http://www.cgr.mlit.go.jp/hamada/ 

道路の異状を発見したら･･･ 道路緊急ダイヤル 道路緊急通報＃９９１０ 

実施路線 取締場所 取締台数 許可台数 違反台数 

国道９号 浜田市三隅町    ６台 ４台 ２台 

お知らせ 

浜田河川国道事務所では、特殊車両の適正な運行がなされるよう、島根県警察と協力し、 

継続的に特殊車両の指導取締を実施しています。 

つきましては、違反車両撲滅を目指し、今年度第８回目の指導取締を以下のとおり 

実施しますのでお知らせします。 

み す み 

許可書の提示要請 寸法計測（幅） 



別紙－１

１）　取締り箇所位置図

２）　取締り箇所詳細図

　　　　出典：国土地理院「地理院地図(電子国土Web)」

　　　　加工：浜田河川国道事務所

「浜田国道維持出張所」

至 江津市

至 益田市

取締箇所 Ｒ９下り

【浜田市日脚町地内】

至 江津市

至 益田市

取締箇所 Ｒ９下り

【浜田市日脚町地内】

至 江津市

至 益田市



別紙－２

　■令和３年度の指導取締結果

無許可 経路違反 許可証不携帯

第１回 ０台 ０台 ０台

第２回 ２台 ０台 ０台

第３回 １台 ０台 ０台

第４回 ０台 ０台 ０台

第５回 ２台 ０台 ０台

第６回 １台 ０台 ０台

第７回 １台 ０台 １台

７台 ０台 １台

　■指導取締実施状況

令和3年11月19日 ６台  ２台 浜田市三隅
みすみ

町

令和3年10月29日 ３台 １台 浜田市日脚
ひなし

町

令和3年10月5日 ４台 ２台 浜田市久代
くしろ

町

 ２台 浜田市三隅
みすみ

町

令和3年9月8日 ２台  ０台 浜田市日脚
ひなし

町

違反内訳
違反台数

令和3年7月14日 ６台  １台 浜田市久代
くしろ

町

２台

実施日

令和3年6月24日 ６台

備考

令和3年6月3日  ０台 浜田市日脚
ひなし

町

合計 ２９台 ８台

取締台数

措置命令書警 告 書
違反車両には
警告書を発出

車両重量計測・寸法計測（幅） 車両寸法計測（長さ） 車両寸法計測（高さ）

重大な違反には

減載・走行中止等
措置命令書発出

島根県警により取締箇所へ該当車両引込

通行許可証の確認

通行許可証の提示要請・目的地等の聴取

重量計








